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我が国では，本格的な人口減少社会に突入する中で，若年層を中心に人口流出が続く地方では様

々な分野に深刻な影響が生じています。 

また，現在の環境・経済・社会の状況は、現状の経済社会システムの延長線上での対応では限界

があることから，今後，約30年の間に新たな文明の創造，経済社会システムの大変革を成し遂げる

必要があるとともに，2030年頃までの10年間に行う選択や実施する対策は，現在から数千年先まで

影響を持つ可能性が高いとも指摘されています。 

国においては，令和６年５月に，我が国の今後約５年間の環境施策の方向性を定めた第６次環境

基本計画を閣議決定しました。この計画では，これまでの環境基本計画が目指してきた概念を発展

させ，環境を基盤とし，環境を軸とした環境・経済・社会の統合的向上への高度化を図り，環境収

容力を守り環境の質を上げることによって経済社会が成長・発展できる文明を実現していく持続可

能な社会としての「循環共生型社会」（環境・生命文明社会）を目指すこととしています。 

世界的には，環境保全が経済成長の源泉，という考え方に基づき、政策の導入が加速化しており，

欧米では，米国のインフレ抑制法など脱炭素分野に多額の投資を促す仕組みが導入されており，こ

のような環境保全を目的とする各国の政策が，グローバルな産業・企業活動に大きな影響を与え得

る状況となっています。 

 

１ 地球環境の保全 

令和３（2021）年に公表された「気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）」第６次評価報

告書第一作業部会報告書（自然科学的根拠）によると，最近40年間の各10年間の世界平均地上気

温は，1850年以降のどの10年間よりも高温であり，2011～2020年の世界平均地上気温は，1850～ 

1900年よりも1.09℃高かったとされています。 

このような気温の上昇により，氷河や北極の海氷面積は減少し続けており，気候が変化して，

生態系等にも既に影響が現れてきています。また，今後21世紀中に地球の平均気温が1.0～5.7℃，

海面が28～101㎝上昇すると予想されており，砂漠化の進行や氷原・氷床の減少などの直接的な影

響のほか，食料生産，海岸の侵食，生物種の減少などにも一層深刻な影響が出てくるものと予想

されています。 

平成27（2015）年12月に，フランスのパリで開催された第21回締約国会議（ＣＯＰ21）におい

て，世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて２℃より十分下方に抑えるとともに，1.5℃以下

に抑える努力を追求することなどを目標とし，この目標を達成するための取組や仕組み等を規定

した「パリ協定」が採択され，令和２（2020）年から本格的な運用が始まりました。 

令和２（2020）年10月には，内閣総理大臣が国会の所信表明演説において，「我が国は，2050

年までに，温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする，すなわち，2050年カーボンニュートラ

ル，脱炭素社会の実現を目指す」とし，国において2050年の脱炭素社会を目指すことを宣言し，
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地球温暖化対策計画（令和３年10月閣議決定）に基づき取組を進めてきました。現在は，第７次

エネルギー基本計画及びＧＸ2040ビジョンと一体となって，改定後の地球温暖化対策計画（令和

７年２月閣議決定）に基づき取組を進めています。 

また，気候変動の影響に対処するため，温室効果ガスの排出の抑制等を行う「緩和」だけでは

なく，既に現れている影響や中長期的に避けられない影響に対して「適応」を進めることが求め

られており，我が国における適応策の法的位置づけを明確にするために，平成30（2018）年に「気

候変動適応法」が施行されました。同法に基づく「気候変動適応計画」により，気候変動適応に

関する施策の総合的かつ計画的な推進が図られています。 

 

２ 生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する取組 

私たちの暮らしは，呼吸に必要な酸素はもとより，食べ物，木材，繊維，医薬品など生物多様

性がもたらす恵みの上に成り立っています。また，地域固有の生物多様性とも深く関連した様々

な知識や技術，豊かな感性や美意識が培われるなど，生物多様性は豊かな文化の根源でもありま

す。生息地の変化，過剰利用，汚染と栄養の蓄積等により世界の生物多様性は危機に瀕しており，

その保全と回復を図ることが必要です。 

また，日本の里地里山のような二次的な自然環境にも多様な生物が適応・依存しているため，

原生的な自然環境の保護だけではなく，二次的な自然環境の保全も重要であることが理解されつ

つありますが，特に二次的な自然環境は，開発途上国では都市化，産業化，地域人口の急激な増

加等により，日本を含む先進国等では一次産業の衰退や過疎化により危機に瀕しており，その保

全のためには，人間と自然の健全な関係の維持・再構築を進めていくことが必要です。 

平成20年６月に，生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を総合的かつ計画的に推

進することを目的とした「生物多様性基本法」が公布されました。これを受け，国は，自然と共

生することを通して恵み豊かな生物多様性をはぐくむ「いきものにぎわいの国づくり」を目指し

た「生物多様性国家戦略2010」を平成22年３月に策定し，生物多様性の問題点に対応する具体的

施策を示しています。 

また，平成22年10月，名古屋市において179の締約国等の参加のもと生物多様性条約第10回締約

国会議（ＣＯＰ10）が開催され，遺伝資源の取得や利益配分のルールを定めた名古屋議定書や，

生物多様性保全目標である愛知目標等が採択されるとともに，ＳＡＴＯＹＡＭＡイニシアティブ

を提唱しました。これは，我が国の自然観や社会システムに根づく自然共生の智慧と伝統を生か

しつつ，現代の科学や技術を統合することにより二次的な自然環境を保全し，生物多様性の保全

とその持続可能な利用を実現する自然共生社会を目指すという考え方です。 

その後，平成24年９月に愛知目標と東日本大震災という２つの大きな出来事を背景として，国

は，「生物多様性国家戦略2012-2020」を策定し,「自然と共生する世界」の実現に向けた方向性

を示しました。 

平成26年５月に，鳥獣保護法が一部改正され，法律の名称や目的に「管理」という文言が加わ

るなど，生態系や農林水産業に被害をもたらす鳥獣の個体数管理の位置づけを前面に打ち出した

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」が公布されました。 

平成27年３月に，国は生物多様性条約及び愛知目標の達成に向け，外来種対策を実施する上で

の基本指針や外来種対策を推進するための行動計画「外来種被害防止行動計画」を策定しました。 

希少野生動植物の保護対策については，「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する

法律」に基づく各種施策や，レッドリスト，レッドデータブックの改訂等が行われています。 

令和４年12月に，生物多様性条約第15回締約国会議が開催され，令和12年（2030年）までの世

界全体の生物多様性に関する目標である「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択されま

した。本枠組では，2050年までに「自然と共生する社会」を構築することを目指し，2030年まで

に「自然を回復軌道に乗せるために生物多様性の損失を止め反転させるための緊急の行動をとる」
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ことをミッションとして掲げ，その実現のために，2030年までに陸と海の30%を保護地域等により

保全することを目指す「30by30目標」をはじめ，多くの数値目標を含む23の具体の目標が掲げら

れています。 また，令和５年３月には，これを踏まえ，生物多様性国家戦略2023-2030が策定さ

れ，自然を回復軌道に乗せることを指す「ネイチャーポジティブ」の実現を目指した戦略，指標

及び行動計画が定められました。さらに，令和６年３月には，ネイチャーポジティブの実現に向

け，企業等による地域における生物多様性の増進のための活動を促進するため，当該活動に係る

計画の認定制度の創設等を盛り込んだ「地域における生物の多様性の増進のための活動の促進等

に関する法律」が閣議決定され，令和７年４月１日より施行されました。 

 

３ 循環型社会の形成 

大量生産・大量消費・大量廃棄という経済活動・ライフスタイルを見直し，循環型社会の形成

に向けた基本的な枠組みとして，平成12年６月に「循環型社会形成推進基本法」が施行されると

ともに「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）」も改正され，平成13年５月には，

新たに廃棄物の排出抑制・減量化に関する目標などを盛り込んだ「廃棄物の減量その他その適正

な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針（令和７年２月改正）」

が，また，平成15年３月には，循環型社会形成のための基本方針や総合的・計画的に講ずべき施

策を定めた「循環型社会形成推進基本計画」が策定されました。（令和６年８月，第五次循環基

本計画公表） 

さらに，海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するため，平成21年７月に「美しく豊かな

自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推

進に関する法律（海岸漂着物処理推進法）」が施行されましたが，平成30年６月には，同法制定

以降も海岸漂着物等が海洋環境に深刻な影響を及ぼしているとして改正され，法律名も「美しく

豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋環境の保全に係る海岸

漂着物等の処理等の推進に関する法律」に改められ，令和元年５月には，同法に基づく「海岸漂

着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」が変更されました。 

近年，海洋プラスチックごみによる海洋汚染が，世界的に危機意識をもって捉えられています。

プラスチック製品は利便性も高く，我々の暮らしを便利にした側面もあります。一方で，不適正

な管理等により海洋に流出した海洋プラスチックごみは，生態系を含めた海洋環境の悪化や海岸

機能の低下など，様々な問題を引き起こしているとされています。国は，令和元年５月に，資源

・廃棄物制約，海洋プラスチックごみ問題，地球温暖化，アジア各国による廃棄物の輸入規制等

の幅広い課題に対応するため，３Ｒ＋Renewable（再生可能資源への代替）を基本原則としたプラ

スチックの資源循環を総合的に推進するための戦略「プラスチック資源循環戦略」を策定しまし

た。また，同年５月には「海洋プラスチックごみ対策アクションプラン」を取りまとめ，海洋プ

ラスチックごみ対策に取り組んでいくこととしています。 

令和３年６月には，製品の設計からプラスチック廃棄物の処理に至るまでの各段階において，

あらゆる主体におけるプラスチックの資源循環等の取組（３Ｒ＋Renewable）を促進するための措

置を講じるべく，「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が制定され，令和４年

１月には，同法に基づく「プラスチックに係る資源循環の促進等を総合的かつ計画的に推進する

ための基本的な方針」が策定されました。 

  また，令和６年５月には，効率的な再資源化の実施等による温室効果ガス排出量の削減効果が

高い資源循環の促進を図るため，廃棄物の収集運搬・処分事業の過程の高度化を促進するための

措置等を講じるべく，「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」が制定

されています。 

 

 



 - 4 -

４ 化学物質対策に関する取組 

平成21年５月に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化学物質審査規制法）」が

改正され，既存化学物質を含む全ての一般化学物質を対象に，スクリーニング評価をして優先評

価化学物質を確定した上で，段階的に情報収集を求め，国がリスク評価を行う効果的，効率的な

体系が導入されました。 

ダイオキシン類対策については，平成12年１月に「ダイオキシン類対策特別措置法」が施行さ

れ，耐容一日摂取量や，大気，水質，底質及び土壌の環境基準が設定されるとともに，規制対象

となる廃棄物焼却炉などの特定施設の排出ガス，排出水についての排出基準が設定されました。 

ＰＣＢについては，平成13年６月に「ＰＣＢ特別措置法」の制定及び「環境事業団法」の改正

がなされ，ＰＣＢ廃棄物処理に向けた枠組みが作られました。 

平成17年６月にアスベストによる健康被害が社会問題化したことから，国においてはアスベス

ト問題に係る総合対策を示し，それに基づき労働安全衛生法，大気汚染防止法，廃棄物処理法，

建築基準法等の関係法令を改正しました。 

また，健康被害者の迅速な救済を目的とした「石綿による健康被害の救済に関する法律」が平

成18年３月に施行され，アスベストによる健康被害者の救済が進められています。その後，指定

疾病の追加（平成22年７月）や遺族弔慰金の請求期限の延長（平成23年８月）に係る法改正等に

より被害者等の救済措置の拡充が図られています。さらに，アスベスト飛散防止対策の強化を目

的とした改正大気汚染防止法が令和２年６月に公布されました。 

 

第２節 本県の動向 

平成11年３月に本県の環境の保全及び形成についての基本理念，行政・事業者・県民の責務及び

環境保全施策の基本方針を定めた「県環境基本条例」を制定し，この条例に基づき策定した「県環

境基本計画」（平成16年３月改定，平成23年３月改定，令和３年３月改定）に掲げる各種施策を推

進するとともに，「県公害防止条例」や「県自然環境保全条例」等の条例，「鹿児島湾ブルー計画」

等の環境管理計画などに基づき，環境保全施策を推進しています。 

また，「かごしま将来ビジョン」（平成20年３月策定）において，地球温暖化対策や循環型社会

実現のための県民，事業者，行政が一体となった取組を進めるとともに，離島をはじめ県内各地に

残されている豊かで多様な自然環境が県民共有の財産として保全・育成され，県民生活と産業活動，

自然環境が調和する世界に誇れる先進的な地域が形成されることを目指し，様々な施策・事業の推

進に積極的に取り組みました。 

さらに，「かごしま未来創造ビジョン」（平成30年３月策定）（注）において，「脱炭素社会の実現

と豊かな自然との共生」を政策展開の基本方向の１つに掲げた上で，①地球環境を守る脱炭素社会

づくり，②再生可能エネルギーを活用した地域づくり，③環境負荷が低減される循環型社会の形成，

④自然と共生する地域社会づくりに向けて，おおむね10年後を見据え各般の施策に取り組んでいま

す。 

（注） 「かごしま未来創造ビジョン」は令和４年３月に改訂 

 

１ 地球環境を守る脱炭素社会づくり 

地球温暖化をはじめとする地球環境問題の解決を目指して，平成13年11月から，県民，事業者

及び行政が一体となって，環境保全に向けた具体的行動を全県的に展開する「地球環境を守るか

ごしま県民運動」を推進しています。 

平成22年３月には，県民，事業者，行政等が一体となった地球温暖化対策の推進を図るため，

「県地球温暖化対策推進条例」を制定し，平成30年３月には，本県で排出される温室効果ガスの

削減対策と気候変動の影響への適応策を総合的・計画的に推進するため，「県地球温暖化対策実

行計画」を改定し，平成30年12月に気候変動適応法第12条に基づく「地域気候変動適応計画」と
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して位置付けを行いました。 

また，平成31年３月には，県自らも地域における事業者・消費者として，事務事業における温

室効果ガスの排出抑制等を図るため，「県庁環境保全率先実行計画」を改定し，電気や水等の省

エネルギーや廃棄物の減量化等に取り組むことにより，公共事業を含む全ての事務事業に伴う環

境負荷の継続的な低減に努めています。 

さらに，世界自然遺産の島である屋久島は，ほぼ全ての電力が水力発電で賄われていることか

ら，県では他の地域にないこの大きな特徴を生かし，ＣＯ２の発生が抑制された先進的な地域づ

くりを促進するため，モデル性や発信性の高い取組を行っています。 

2050年カーボンニュートラルの実現に向けては，令和２（2020）年11月の第４回県議会定例会

において，知事が「県民，事業者，行政が力を合わせて，一体となって地球温暖化対策を積極的

に推進し，2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすることを目指す」旨を表明し

ました。令和５（2023）年３月には，「県地球温暖化対策実行計画」及び「県庁環境保全率先実

行計画」を改定し，2030年度の温室効果ガス排出削減目標をそれぞれ引き上げるとともに，その

達成に向けた対策や施策の充実などの見直しを行いました。 

気候変動の影響への適応については，国の気候変動適応計画の変更等を踏まえ，令和６年３月

に県の地域気候変動適応計画として位置付けた「県地球温暖化対策実行計画別冊２」を改定し，

県における気候変動の影響の整理や適応策の見直しを行いました。 

 

２ 再生可能エネルギーを活用した地域づくり 

本県は，豊富な温泉や森林資源，広大な海域，長い海岸線などの自然条件をはじめ，畜産業な

どの農林水産業が盛んであり，多様で豊かな再生可能エネルギー資源が存在しています。現在，

再生可能エネルギーの導入が進んでおり，今後も，この本県の恵まれた資源を生かした更なる導

入が期待されます。 

一方で，再生可能エネルギーの導入状況は，自然条件によって出力が大きく変動する太陽光及

び風力の割合が高く，安定的な発電が可能な電源の導入が望まれているほか，不安定な発電の調

整力の確保を図るため，蓄電池の性能向上や低コスト化などの技術革新が必要となっています。 

また，再生可能エネルギーの導入拡大に当たっては，発電コストの低減や系統制約の克服，地

域と共生可能な適地の確保及び適正な事業実施などの取組が必要となっています。 

 

３ 環境負荷が低減される循環型社会の形成 

国では，廃棄物処理法の改正（平成12年）に伴い，「廃棄物の減量その他その適正な処理に関

する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針（以下，「基本方針」という。）」

を平成13年５月に策定（令和７年２月改正）しました。 

県においても，廃棄物処理法第５条の５の規定に基づき，これまでの「産業廃棄物処理計画」

（平成11年３月策定）に替わり，国の基本方針に即した一般廃棄物と産業廃棄物を併せた「県廃

棄物処理計画」を平成14年３月に策定（令和３年３月改定）し，この計画に基づき，本県の廃棄

物対策の総合的かつ計画的推進を図っています。 

さらに，廃棄物処理法の改正（平成27年）や国の「災害廃棄物対策指針」等を踏まえ，平成30

年３月に「県災害廃棄物処理計画」を策定しました。 

各種リサイクル法については，市町村のごみ処理施設の整備を進めるとともに，容器包装リサ

イクル法に基づく容器包装の分別収集・リサイクルを促進するため，令和４年11月に「県分別収

集促進計画」の見直しを行いました。また，平成13年４月に完全施行された「家電リサイクル法」

に基づき，家電４品目（テレビ，エアコン，冷蔵庫・冷凍庫，洗濯機・衣類乾燥機）の円滑な収

集運搬・リサイクルを促進するとともに，一般財団法人家電製品協会の「離島対策事業協力制度」

を活用しながら離島地域における収集運搬料金の低減化に努めているほか，使用済小型家電のリ



 - 6 -

サイクルについては，平成25年４月に施行された「小型家電リサイクル法」に基づくリサイクル

が促進されるよう，市町村に対し制度への理解と参加を促進しています。 

さらに，平成17年１月に完全施行された「自動車リサイクル法」に基づき，廃棄される自動車

のリサイクルを促進するため，自動車解体業者等の関連事業者に対する指導や制度の普及啓発等

を実施しています。 

海岸漂着物対策については，海岸漂着物処理推進法に基づき，平成24年３月に「鹿児島県海岸

漂着物対策推進地域計画」を策定しましたが，計画の期間が令和３年度で終了することから，令

和４年３月に，国際社会の動向や国の法改正等を踏まえ，同計画を改定しました。 

産業廃棄物管理型最終処分場「エコパークかごしま」については，本県における循環型社会の

形成や地域産業の振興を図る上で，必要不可欠な施設であることから，公共関与による管理型処

分場の整備に取り組み，平成20年９月に薩摩川内市川永野地区を整備地に決定し，平成23年度ま

でに関係４自治会と基本協定，環境保全協定及び地域振興に関する確認書の締結を行うとともに，

平成23年７月以降，事業主体である公益財団法人鹿児島県環境整備公社が建設工事を進め，平成2

6年12月に竣工，平成27年１月に「エコパークかごしま」を開業しました。 

 

４ 自然と共生する地域社会づくり 

⑴ 多様な自然環境の保全・再生 

ア 自然環境の保全・活用 

生物多様性の保全を図っていくためには，野生生物の種の絶滅を防ぐことが必要です。こ

のため，県内の絶滅のおそれのある種の現状について生物学的観点から絶滅の危険度を評価

し，その結果をまとめた鹿児島県レッドリストを平成26年３月に11年ぶりに改訂（維管束植

物を除く。）するとともに，鹿児島県レッドデータブックを平成28年３月に改訂しました。

また，「県希少野生動植物の保護に関する条例」（平成15年３月制定）に基づき，57種（令

和６年度末現在）を捕獲等を禁止する指定希少野生動植物として指定しています。 

また，地域の自然環境に大きな影響を与え，生物多様性を脅かすおそれのある侵略的な外

来種対策については，平成27年度に県侵略的外来種番付表を作成するなど，県民への普及啓

発に努めているほか，平成31年３月には，「指定外来動植物による鹿児島の生態系に係る被

害の防止に関する条例」を制定し，取扱いを規制する指定外来動植物を，27種（令和６年度

末現在）指定しています。 

さらに，生物多様性の保全と持続可能な利用に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ため，平成26年３月に策定した「生物多様性鹿児島県戦略」について，生物多様性に関する

世界目標や生物多様性国家戦略2023-2030，その他，自然環境・社会経済状況等の変化を踏ま

え，令和６年３月に改定し，「生物多様性鹿児島県戦略2024－2033」を策定しました。 

イ 大気環境等の保全 

大気環境や生活環境の保全を図るため，ＰＭ2.5などの監視測定や，ばい煙発生施設等に係

る排出規制などを行うとともに，騒音・振動，悪臭，有害化学物質等に係る対策を推進して

います。 

アスベスト対策については，平成17年度から「アスベスト関係機関連絡会議」による情報

の共有化やアスベスト使用実態等の調査・公表を行うとともに，関係機関と連携してアスベ

ストの飛散防止に努めています。また，健康被害者の救済については，「石綿による健康被

害の救済に関する法律」が平成18年３月に施行され，平成20年度には環境省等と連携し，救

済対象者を掘り起こし，制度の周知を図るなど施策の円滑な実施に努めています。 

ウ 水環境の保全 

公共用水域や地下水の保全を図るため，水質の監視・規制などを行っています。また，閉

鎖性水域である鹿児島湾及び池田湖については，総合的な水質保全対策を講じるために昭和5
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4年５月に「鹿児島湾ブルー計画（鹿児島湾水質環境管理計画）」を，昭和58年３月に「池田

湖水質環境管理計画」を策定し，その後も見直しなどを行いつつ各種水質保全対策を関係機

関と連携しながら進めています。 

 

⑵ 自然に学び，自然とふれあい，自然を生かす取組の推進 

生物多様性が暮らしの基盤であることの理解を促進し，持続的な利用の知恵である環境文化

を継承するための取組を進めるとともに，豊かな自然環境を生かしたエコツーリズムを促進し

ています。 

また，世界自然遺産，国立公園など本県が持つ特色ある自然環境を生かした地域活性化の取

組を促進しています。 

さらに，令和３年３月に改定した「県環境教育等行動計画」では，本県における環境教育等

に関し，方向性や具体的な行動計画を示し，それを総合的かつ計画的に推進することにより「豊

かな自然との共生と地球環境の保全」を担っていく人材の育成を目指しています。 

 

⑶ 世界自然遺産の保全と持続可能な利用の推進 

本県は２つの世界自然遺産を有する唯一の県です。 

屋久島は，亜熱帯から冷温帯までの多様な植生の垂直分布や樹齢数千年に及ぶヤクスギなど

特異な森林形態を有していることなどから，平成５年12月，我が国初の世界自然遺産として登

録されました。本県では，自然環境の保全を図りながら，人と自然が共生する新しい地域づく

りを目指す「屋久島環境文化村構想」を推進しています。 

奄美大島及び徳之島は，奄美群島の成り立ちを反映した独自の生物進化を背景とした，アマ

ミノクロウサギなどの国際的にも希少な固有種に代表される生物多様性保全上重要な地域であ

ることから，令和３年７月に沖縄県の沖縄島北部及び西表島とともに世界自然遺産に登録され

ました。本県では，世界自然遺産の「顕著で普遍的な価値」を将来に継承していくために，希

少種保護対策や外来種対策，持続的な観光管理などに取り組んでいます。 


